
上限     万円     

（解体にかかる工事費用の１/２） 

対  象 
家  屋 

対象者 

対  象 
工  事 

を補助します     

平成29年度から 



⑴ 収支決算書  
⑵ 補助事業等の対象事業費の証拠書類 
  （契約書・受領書等の写し）  
⑶ 除却工事完了後の写真 
⑷ その他市長が必要と認めるもの 

★補助金交付申請★ 

工事着手前に必ず申請してください。 

申請書と一緒に次の書類も提出してください。 

⑴ 事業計画書及び収支予算書 

⑵ 工事見積書 

⑶ 除却する危険空き家の住宅位置図及び現況写真 

⑷ 登記事項証明書 

（未登記の建物は、固定資産税課税台帳の写し） 

⑸ 危険空き家の所有者との相続関係がわかる書類 

（申請者が補助対象者の相続人である場合） 

⑹ 危険空き家の所有者又はその者の相続人の委任状 

（委任を受けた代理人が申請する場合） 

⑺ 共有者全員又は相続人全員の同意があることがわか   
る書類 

（危険空き家が複数人の共有又は相続財産である場合） 

⑻ その他市長が必要と認めるもの 

・・・・添 付 書 類・・・・ 

★実績報告★  

工事が完了した日から30日以内に提出してください。 

工事が完了した時は、実績報告書と一緒に次の書類も提
出してください。 


